
福祉 催し・講座暮らし

相談募集

スポーツ

掲載内容が変更になる場合があります

ひとり親家庭児童
新入学お祝い会

A3月1日㈰　10時～12時（受付＝9
時30分）
B市民活動センター 1階多目的ホール
Cひとり親家庭で、今年小学校に入学
する児童とその保護者
H2月10日㈫までに対象者へ送付する
はがきを郵送（必着）で 苫小牧風花の会
J（36）7800
  担当課  こども支援課

確定申告のお知らせ

■申告・相談会場開設期間
A2月16日㈪～3月16日㈪　9時～16
時（土・日曜日、祝日を除く）
B労働福祉センター　2階

■申告会場での相談は、事前にLINE
予約をお願いします
申告書などの作成は、マイナンバーカ
ードを利用したスマホ申告をご案内し
ています。また、確定申告会場では作
成済の申告書などの提出はできません。
申告書などの書類提出は「札幌国税局
業務センター」（〒060－8510  札幌
市中央区大通西10丁目　札幌第2合同
庁舎）へ郵送をお願いします
I苫小牧税務署（国税相談専用ダイヤ
ル）　J0570（00）5901
 担当課 市民税課

▲国税庁LINE公式アカウント

下水道事業受益者負担金

令和8年度の賦課対象者は、下水道事
業受益者負担金制度に基づき、下水道
整備費用の一部を負担していただくこ
とになりますので、ご理解とご協力を
お願いします

■受益者負担金制度とは
都市計画法の規定に基づき、下水道が
整備されることで、資産価値の増加や
生活環境の向上など新たな利益が生じ
ることから、土地所有者などに整備に
要する費用の一部を負担していただく
ものです
■令和8年度の対象区域と単価
●のぞみ町、有珠の沢町、一本松町の
いずれも一部の地域（第3負担区）＝1
㎡当たり375円●字植苗地区の一部の
地域（第4負担区）＝1㎡当たり412円
■納入方法・納期
対象者へ2月上旬に受益者申告書を送
付します。その申告内容などに基づき、
5月中旬から5年間（20回）で納入して
いただきます　※一括納付されると割
引制度が適用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
I上下水道部総務経営課　
J（32）6628

15

広告

令和8（202 6）年・2月

J電話番号　Kファクス　MEメールアドレス　 担当課 市の担当


